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和文抄録

障がい者のスポーツに関わる指導者にはどのような特徴があるのかを明らかにするため、千葉県障がい

者スポーツ指導者協議会の協力の下、千葉県内に所属する障がい者スポーツ指導員（600名）を対象にアン

ケート調査を行い、公認スポーツ指導者の先行研究である調査結果と比較した。

その結果「女性で主婦が多く、大会出場経験なしが多く、無報酬のボランティアで多世代を対象に公共

施設で地域スポーツとして活動しているが直接的な指導よりも主に間接的な活動をしており、忙しい・機会

がないことからあまり活動的でない者が多い。また、自分で思い立って（関心があり知識や技能を高めたい）

資格を取得しており、人間関係の幅が広がる・周りが理解を示す・指導に自信が持てることが資格が役に立

つ点であり、知識技能を高めたい・社会的な信頼を得たい・自信をつけたい為に資格を保有しているが、他

の資格を併せて持たない者が多い」という特徴を示すことができた。

資格が役立つ点としての「指導機会を与えられる、指導に自信が持てるようになる」については公認スポ

ーツ指導者の先行研究と同様の結果が得られた。

I．緒言

１．研究の背景と問題の所在

1964年に開催された東京オリンピック終了後に

第2回パラリンピック東京大会が開催され22カ国か

ら369名の選手が出場した。その翌年の1965年に日

本身体障害者スポーツ協会（現、日本障がい者ス

ポーツ協会）が設立され、同年に全国身体障害者

スポーツ大会が開催されている。2001年には、199

2年から開催されてきた全国知的障害者スポーツ大

会を統合した大会として全国障がい者スポーツ大

会が国民体育大会後に開催されるようになった。

障がい者（注1）のスポーツに関して、2011年

に改定されたスポーツ基本法の基本理念に「スポ

ーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを

行うことができるよう、障害の種類及び程度に応

じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない」

と定められた。また第32回オリンピック競技大会

（2020／東京）の東京開催決定により2020年には

東京2020パラリンピック競技大会が開催されるな

ど、障がい者のスポーツに多くの関心が集まるよ

うになってきた。

障がい者のスポーツに関する競技会や日常的な

スポーツ活動を支援する人的資源としての障がい

者のスポーツ指導者の養成については、1966年に
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表1 障がい者スポーツ指導者登録者数（2015年11月30日現在）

資格名称 有資格 千葉県 回答数 全国調査

者数 （内訳） （回収率） （内訳）

障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員（初級） 18,977 名 519 名（83.8 ％） 118 名（22.7 ％） 2,743 名（72.5 ％）

障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員（中級） 2,858 名 62 名（10.0 ％） 10 名（16.1 ％） 763 名（20.2 ％）

障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員（上級） 764 名 19 名（ 0.3 ％） 4 名（21.1 ％） 278 名（ 7.3 ％）

障がい者ｽﾎﾟｰﾂ医 330 名 15 名（ 0.2 ％） ― ―

障がい者ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ 113 名 2 名（0.03 ％） ― ―

障がい者ｽﾎﾟｰﾂｺｰﾁ 134 名 2 名（0.03 ％） ― ―

合計 23,176 名 619 名 132 名（22.0 ％） 3,784 名

（日本障がい者スポーツ協会 HP http://www.jsad.or.jp/training/pdf/trainer-registrant_151130.pdf 「閲覧日：2016年1月

20日」より抜粋）

※本調査は、全国調査と同様に障がい者スポーツ指導員（初級・中級・上級）を対象としていることから、障がい

者スポーツ医、障がい者スポーツトレーナー、障がい者スポーツコーチからの回答はない。

厚生省（当時）の委託事業として日本身体障害者

スポーツ協会（当時の名称。現在は「日本障がい

者スポーツ協会」）が身体障害者スポーツ指導者講

習会を開催している
1）
。1973年には身体障害者ス

ポーツ指導者研修会を開催、1985年には日本身体

障害者スポーツ協会公認身体障害者スポーツ指導

者制度を制定した。この制度による資格名称は「身

体障害者スポーツ指導員（現、初級）」「上級身体

障害者スポーツ指導員（現、中級）」「特別上級身

体障害者スポーツ指導員（現、上級）」「身体障害

者スポーツコーチ（現、スポーツコーチ）」であっ

た。指導者の養成システムとして1993年には公認

身体障害者スポーツ指導員資格取得認定校制度を

制定した。2001年には日本体育協会（以下「日体

協」と略す）公認スポーツ指導者を対象とした中

級指導員養成講習会を開催し、本来は初級障がい

者スポーツ指導員資格取得後2 年以上経過してい

る者で、かつ 80 時間以上の活動経験を有してい

る者でなければ受講出来ないが、初級と活動経験

を免除し、さらに56時間以上の講習を29時間以上

に短縮するといった優遇措置を講じた。2005年に

は「公認障害者スポーツ医」を確立し、2009年に

は制度の名称を財団法人日本障害者スポーツ協会

公認資格認定制度と改称し、同年に「公認障害者

スポーツトレーナー」を確立した。

2015年11月現在の登録者数は表1の通りであり、

大学や専門学校等での課程認定で資格が取得でき

るのは、2015年度現在で初級は157校（四年制大学

66校、短期大学18校、専門学校73校）、中級は25校

（四年制大学のみ）となっている。現在の初級障

がい者スポーツ指導員養成カリキュラムは表2の通

りである。

日体協公認スポーツ指導者制度は1987年の文部大

臣告示「社会体育指導者の知識・技能審査事業に

関する規程」により、公的な資格として国のお墨

付きを得ると共に各競技団体が独自の基準で認定

してきた資格を競技種目横断的に比較できるスポ

ーツ指導者資格付与制度として改定したが、障が

い者のスポーツ指導者資格は日体協公認スポーツ

指導者資格のように国のお墨付きを得ることはな

かった。

障がい者スポーツ全般に関する研究としては、

藤田（2013）2）の「障害者スポーツの環境と可能

性」があり、障がい者スポーツの普及・振興のた

めの理論として障がい者のスポーツへの社会化理

論やそれらを検討するための概念モデルを提示し

http://www.jsad.or.jp/training/pdf/trainer-registrant_151130.pdf
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表2 初級障がい者スポーツ指導員養成カリキュラム

領域 講習科目 時間

福祉 障がい者福祉施策と障がい者スポーツ 2

ボランティア 論 2

医 療 ・ 体 育 学 障がい者スポーツの 意義と理念 2

・ 障 が い 者 ス 安全管理 1

ポーツ 障がいの理解とスポーツ 5以上

（公財） 日本障が い者スポーツ協会公認障がい者スポ ーツ指導者制度 1

全国障害者スポーツ大会の概要 1

実技・ 実習 障がいに応じた スポーツの 工夫・実施 2以上

障がい者との交流 2

時間数 18時間以上

（日本障がい者スポーツ協会障がい者スポーツ指導員資格認定規程より抜粋）

ている。障がい者スポーツ指導者を対象とした研

究としては、藤田（2014）
3）
の「障がい者スポー

ツ指導者の現状と課題 (特集 障害者とスポーツ)」

や金子（2014）4）の「日本における身体障がい者

スポーツ指導者養成事業の発足と発展(1966-197

2)」等があり、障がい者スポーツ指導員（初級・

中級・上級）の実態調査としては笹川スポーツ財

団（2013）
5）
の「健常者と障害者のスポーツ・レ

クリエーション活動連携推進事業（地域における

障害者のスポーツ・レクリエーション活動に関す

る調査研究）」がある（以下「全国調査」と略す）。

全国調査によると、障がい者スポーツ指導員資格

を有する者の34.3％は「月に1回以上」、13.5％の

者は「週に1回以上」何らかの活動をしており、指

導員の活動場所でもっとも多いのは「大会等のイ

ベント」が47.6％、次いで「各競技団体・関連団

体」が35.2％、「地域のクラブ・サークル」が23.2

％であるという結果が報告されている。

スポーツ指導者の実態調査としては、日体協が

認定した有資格指導者の中から抽出した3,584名を

対象に実施した粂野ら（1986）
6）
の「スポーツ指

導者養成に関する社会学的研究」（以下「1986年調

査」と略す）が参考になる。この調査によって、

男性が82.7％であること、一ヶ月に25日以上指導

している者が全体で21.0％、15日以上24日以下指

導している者が全体で14.3％であること、資格の

取得理由が「種目協会からの依頼」が43.1％であ

ること、資格取得の効果として「指導に自信が持

てる」「人間関係の幅が広がる」などの理由の肯定

度が高いこと等が明らかになっている。また日体

協公認スポーツ指導者資格の取得者の中で更新登

録者を対象とした日本体育協会（2008）
7）
の「公

認スポーツ指導者の実態調査（2008）」（以下「200

8年調査」と略す）によって、男性が76.7％である

こと、主な指導領域としては「地域スポーツ」が4

6.1％であること、指導活動への関わり方について

は「ボランティア」が64.8％であること、週3日以

上指導している者が43.8％であること等が明らか

になっている。

しかしながら、障がい者スポーツ指導員の特徴

をスポーツ指導者との比較等により明らかにした

研究は見当たらない。

２．研究目的

本研究では、千葉県内の障がい者スポーツ指導

員（初級・中級・上級）の実態を把握することを

目的とする。実態把握の中で調査時期や規模・範

囲等は異なるが、全国調査や1986年調査・2008年
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調査といったスポーツ指導者資格に関する先行研

究と比較し、その特徴を明らかにする。

Ⅱ．研究方法

本研究では、千葉障がい者スポーツ指導者協議

会（注2）の協力の下、同協議会に所属する障がい

者スポーツ指導員（初級・中級・上級）600名に対

してアンケート調査を行った。2015年8月3日に個

人宛にアンケート用紙を郵送し、12月末日を締め

切りとした。回収率は22.0％（132名）であった

（表1）。質問項目は、スポーツ指導者資格の先行

表３ 回答者の属性

研究である1986年調査・2008年調査の調査項目を

参考にし、障がい者スポーツの特徴を踏まえて新

たな質問項目を追加した。データ分析にあたって

は js-STAR 2012を用いてカイ二乗検定を行った。

なお、本調査は国際武道大学研究倫理審査の承

認を得ている（承認番号15007）。

Ⅲ．結果

１．属性

回答者の属性は表3の通りである。

項目  内 容  Ｎ  ％  
全 国  
調 査  

N  
％  

1986  
調 査

Ｎ  
％  

200 8  
調 査  
Ｎ  

％   検 定  

性 別  男 性  
女 性  

5 5  
7 7  

41 .7  
58 .3  

1 ,84 5  
1 ,94 5  

48 .6  
51 .4  

  525  
14 9 

76 .6  
21 .7  

x2 ( 1 )= 70 .009    
p < .01  

 無 回 答  ―  ―  ―  ―    11  1 .6   

年 齢 階層  20～ 25 歳  
26～ 29 歳  
30 代  
40 代  
50 代  
60 代  
70 代 ～  
無 回 答  

1 3 
4  

1 9  
2 1  
2 6  
3 2  
1 7  
―  

9 .8  
3 .0  

14 .4  
15 .9  
19 .7  
24 .2  
12 .9  

―  

613  
―  

712  
676 
791 
737 
261 
―  

16 .2  
―  

18 .8  
17 .8  
20 .9  
19 .4  

6 .9  
―  

  2 0  
―  
8 6  

15 6 
24 2 
13 0 

4 7  
4  

2 .9  
―  

12 .5  
22 .7  
35 .4  
19 .0  

6 .9  
0 .6  

 

職 業  学 生  
会 社員  
教 員  
公 務員  
団 体職 員  
農 林漁 業  
自 営業  
主 婦  
無 職  
そ の他  

5  
2 8  
1 5  

5  
11  

0  
3  

2 4  
1 6  
2 2  

3 .9  
21 .7  
11 .6  

3 .9  
8 .5  
0 .0  
2 .3  

18 .6  
12 .4  
17 .1  

93  
2 ,01 4  

―  
―  
―  
―  
―  
―  

746  
923 

2 .5  
53 .3  

―  
―  
―  
―  
―  
―  

19 .8  
24 .4  

  ―  
36 7  
―  
―  
―  
―  

12 4  
2 5  
7 5  
8 6  

―  
53 .6  

―  
―  
―  
―  

18 .1  
3 .6  

10 .9  
12 .6  

x2 ( 5 )= 61 .342    
p < .01  

 

 無 回 答  ―  ―  ―  ―    8  1 .0   

大 会 出場  
経 験  

国 際大 会  
全 国大 会  
県 大会  
市 町村 大 会  
経 験な し  

5  
2 6  
4 4  
1 4  
4 0  

3 .9  
20 .2  
34 .1  
10 .9  
31 .0  

  107  
953 
639 
146 

89  

5 .5  
49 .1  
32 .9  

7 .5  
4 .6  

  x2 ( 5) = 15 9 .78 8      
p < .01  

 無 回 答  ―  ―    7  0 .3     

 

※  全 国調 査 と 2008 年調 査の 年 齢階 層 では 26～ 29 歳の 区 分が なく 20 代とな っ てい る。  
※  全 国調 査 の職 業は学 生・ 無職 ・ その 他以外 で分類 で きる 区 分がな く全て 会 社員 と した 。  
※  2008 年 調 査の 職 業は 「教員 ・ 公務 員・団 体 職員 ・ 農林 漁 業」を 「会社 員 」と して 比較 した。  
※  1986 調 査 Ｎ・ 2008 調 査 Ｎ は報 告 に記 載の％ と総回 答 数（ 1986 調 査は 1 ,941， 2008 調 査 は 68 5）  

か ら筆 者 が回 答数を 算出 。  
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性別では男性が41.7％、女性が58.3％という結

果となった。全国調査においても男性が48.6％、

女性が51.4％であった。2008年調査では男性が76.

6％、女性が21.7％という結果でありスポーツ指導

者では男性が多いが、障がい者スポーツ指導員で

は女性が多いといえる。年齢階層では60代の24.2

％が最も多く、50代の19.7％、40代の15.9％、30

代の14.4％という結果となった。全国調査では50

代の20.9％が最も多く、60代の19.4％、30代の18.

8％、40代の17.8％となっている。職業では会社員

の21.7％が最も多く、主婦の18.6％、その他の17.

1％という結果となった。2008年調査との比較では、

障がい者スポーツ指導員は主婦が多く、スポーツ

指導者は自営業が多いという結果となった。大会

出場経験では、県大会出場の34.1％が最も多く、

出場経験なしが31.0％、全国大会出場が20.2％と

なっている。1986年調査との比較では、スポーツ

指導者は全国大会出場が多いが障がい者スポーツ

指導者は出場経験なしが多いという結果となった。

２．活動状況

回答者の活動状況は表4の通りである。

指導暦では「5年未満（28.5％）」が最も多く、

「していない（22.3％）」「5～10年未満（17.7％）」

「10～15年未満（17.7％）」という結果となった。

全国調査（資格の取得経過年数）でも「5年未満（3

7.4％）」「5～10年未満（28.0％）」「10年以上（34.

4％）」がという結果であった。5年未満が最も多い

という結果はどちらも同様であった。活動頻度で

は「していない（52.3％）」が最も多く、「月に1～

3日（22.7％）」という結果となった。全国調査で

も「この１年間全くしていない（33.8％）」、「年に

数回（32.0％）」という結果であった。2008年調査

では「週3日以上（43.8％）」「週1～2日（28.8％）」

という結果であり、障がい者スポーツ指導員の活

動頻度はスポーツ指導者に比べて低い。活動して

いない理由では「仕事・家事等が忙しくて時間が

とれない（37.5％）」が最も多く、「機会がない（2

7.3％）」「自信がない（18.2％）」という結果とな

った。全国調査（活動する際の問題点：複数回答

可）でも「仕事や学業と重なることが多い（46.6

％）」「指導に不安がある（22.0％）」「活動の場（機

会）に関する情報が少ない（20.8％）」という結果

であった。全国調査とは回答項目が異なるが「忙

しい、自身がない・不安、機会・情報がない」と

いうのは本調査と同様の回答である。活動の関り

では「間接的な世話役（32.3％）」が、「直接的な

指導者（29.9％）」を上回っている。全国調査（障

害者スポーツ指導員としての活動の場での主な役

割：複数回答可）でも「大会の審判、役員、補助

員（44.3％）」「運動やスポーツ教室での指導の補

助（33.6％）」という結果であった。全国調査とは

回答項目や回答方法が異なるが、障がい者スポー

ツ指導員は直接的な指導よりも補助や付き添い、

団体の運営等の間接的な役割を担っている。

指導対象では「多世代（47.4％）」が2008年調

査と比較しても有意（p<.01）に多く、スポーツ指

導者以上に多世代の指導に関わっていることが分

かる。指導場所では「公共施設（63.6％）」が2008

年調査と比較しても有意（p<.01）に多く、スポー

ツ指導者以上に公共施設での活動に関わっている。

対象者の競技レベルでは「市・区大会（33.3％）」

が最も多く、「健康づくり試合なし（29.8％）」「県

～ブロック大会（22.8％）」という結果となったが、

2008年調査と比較して特に有意な差はみられなか

った。指導領域では「地域スポーツ（84.3％）」が

2008年調査と比較して有意（p<.01）に多かった。

指導報酬では「あり（17.2％）」「なし（62.1％）」

という結果であり、「あり・なしがある（6.9％）」

を「あり」に、「交通費等（13.8％）」を「なし」

に加えて2008年調査と比較すると「なし」の方が

有意（p<.05）に多いという結果となった。指導の

関わり方では「ボランティア（84.7％）」が2008年

調査と比較して有意（p<.01）に多かった。障がい

者スポーツ指導員はスポーツ指導者以上に指導報

酬なしも含めてボランティアとしての活動である

ことが分かる。
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表４ 回答者の活動状況

項 目  内 容  Ｎ  ％  
全 国  
調 査  

N  
％  

2 00 8  
調 査  
Ｎ  

％   検 定  

指 導 暦  
 
 
 
 

5 年 未 満  
5～ 10 年  
10～ 15 年  
15 年 以 上  
し てい な い  

37  
23  
23  
18  
29  

28 .5  
17 .7  
17 .7  
13 .8  
22 .3  

1 ,411  
1 ,056  
1 ,298  

―  
―  

37 .4  
28 .0  
34 .4  

―  
―  

   

活 動 頻 度  週 3 日 以 上  
週 1～ 2 日  
月 1～ 3 日  
3 か 月 に 1～ 2 日  
し てい な い  

10  
12  
29  
10  
67  

7 .8  
9 .4  

22 .7  
7 .8  

52 .3  

103  
397  
771  

1 ,187  
1 ,254  

2 .8  
10 .7  
20 .8  
32 .0  
33 .8  

233  
153  

94  
46  

4  

43 .8  
28 .8  
17 .7  

8 .8  
0 .9 

 

活 動 し て い

な い 理 由  
指 導す る 気 が ない  
自 信が な い  
体 力的 に 無 理  
仕 事・ 家 事 が 忙し い  
機 会が な い  
そ の他  

3  
16  

2  
33  
24  
10  

3 .4  
18 .2  

2 .3  
37 .5  
27 .3  
11 .4  

     

活 動 の 関 り  直 截的 な 指 導 者  
間 接的 な 世 話 役  
ど ちら で も な い  
活 動し て い な い  

38  
41  

7  
41  

29 .9  
32 .3  

5 .5  
32 .3  

  225  
30  

237  
―  

42 .9  
5 .9  

45 .2  
―  

実 技 指 導 中 心  
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ中 心  
両 方  

指 導 対 象  
 

幼 児・ 小 学 生  
中 ・高 校 生  
19～ 64 歳  
65 歳 以 上  
多 世代  
無 回 答  

5 
5  

17  
3  

27  
―  

8 .8  
8 .8  

29 .8  
5 .3  

47 .4  
―  

  146  
125  
118  
―  

110  
33  

27 .4  
23 .5  
22 .2  

―  
20 .7  

6 .2  

x2(4 )=35 .025   
p< .01  

指 導 場 所  
 

学 校施 設  
公 共施 設  
民 間施 設  
職 場の 施 設  
そ の他  

8  
35  

3  
5  
4  

14 .5  
63 .6  

5 .5  
9 .1  
7 .3  

  160  
180  

90  
39  
63  

30 .1  
33 .8  
16 .9  

7 .3  
11 .9  

x2(4 )=21 .539   
p< .01  

対 象 者 の  
競 技 レ ベ ル  
 

全 国大 会 以 上  
県 ～ブ ロ ッ ク 大会  
市 ・区 大 会  
健 康 づ く り 等 試 合 な し  
無 回 答  

8 
13  
19  
17  
―  

14 .0  
22 .8  
33 .3  
29 .8  

―  

  89  
104  
165  
133  

32  

17 .0  
19 .9  
31 .5  
25 .4  

6 .2  

x2(4 )=16 .723     
p< .01  

指 導 領 域  
 

地 域ス ポ ー ツ  
学 校ス ポ ー ツ  
商 業ス ポ ー ツ  
そ の他 （ 組 織 運営 ）  
無 回 答  

43  
4  
4  

―  
―  

84 .3  
7 .8  
7 .8  
―  
―  

  245  
112  

66  
42  
66  

46 .1  
21 .1  
12 .4  

7 .9  
12 .5  

x2(4 )=28 .988     
p< .01  

指 導 報 酬  
 

あ り  
な し  
あ り・ な し が ある  
交 通費 等  

10  
36  

4  
8  

17 .2  
62 .1  

6 .9  
13 .8  

  217  
308  
―  
―  

41 .3  
58 .7  

―  
―  

x2 (1 )=5 .757    
p< .05  

指 導 の  
関 わ り 方  
 

ボ ラン テ ィ ア  
専 門的 職 業  
生 計の 一 部 を 得る  
無 回 答  

50  
8  
1  

―  

84 .7  
13 .6  

1 .7  
―  

  343  
108  

40  
38  

64 .8  
20 .4  

7 .6  
7 .2  

x2(3 )=11 .270     
p< .05  
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３．資格の保有

回答のあった132名中62名（47.0％）が障がい者

スポーツ指導員以外の資格を保有していない。競

技別指導者25名（19.0％）、競技役員3名（2.3％）、

審判員22名（16.6％）といった資格以外の「それ

以外」では、健康運動指導士、介護予防運動指導

員、レクリエーションインストラクター、キャン

表５ 回答者の資格の保有

プインストラクター、幼少年体育指導士等の資格

を持つ者が29名（22.0％）いる（表5）。資格の取

得理由では「自分で思い立って（59.7％）」が2008

年調査と比較しても有意（p<.01）に多く、「所属

団体の依頼（10.9％）」は有意（p<.01）に少なか

った。全国調査でも「障害者の競技スポーツに関

※  全 国 調 査 の 指 導暦 は 「資 格 の 取 得 経 過 年 数 」 で あ り 、 本 調 査で は 「 10～ 15 年 」 と 「 15 年 以 上 」 を 区

別 し て い る が 、全 国 調査 で は 「 10 年 以 上 」 とな っ て い る 。  
※  活 動 頻 度 に つ いて 、全 国 調 査 の「 ほ ぼ 毎 日 」を「 週 3 日 以 上 」に 、「週 に １ 回 程 度 」と「 週 に 2～ 3 回

程 度 」 を 「 週 1～ 2 日 」に 、「 月 に 1 回 程 度 」 と 「 月 に 2～ 3 回 程 度 」 を 「 月 1～ 3 日 」 に 、「 1 年 に 数

回 」 を 「 3 か 月 に 1～ 2 日 」 に 読 み 替 え た 。  
※  全 国 調 査 の 「 活 動 の 関 り 」 は 複 数 回 答 可 の 設 問 で あ っ た 為 、「 主 た る 指 導 者 」 を 「 直 接 的 な 指 導 者 」、

「 活 動 を し て いな い 」を 「 活 動 し て い な い 」 に 読 み 替 え 、 それ 以 外 を 「 ど ち ら で もな い 」と し た 。  
※  2008 調 査 Ｎ は 報 告 に 記載 の ％ と 回 答 数（「 活 動頻 度 」 は 530、「 指 導の関 り 」 は 524、「 指 導対 象 ・ 指

導 場 所 」 は 532、「 対 象 者 の 競 技 レ ベ ル」 は 523、「 指 導 領 域 」 は 531、「 指 導 報 酬 」 は 525、「 指 導 の

関 わ り 方 」 は 529） か ら筆 者 が 回 答 数 を 算 出 。  
※  2008 調 査 の 指 導 対 象 では 65 歳 以 上 と い う 区 分 が な い 。  

項 目  内 容  Ｎ  ％  
198 6  

調 査 Ｎ  
％   検 定  

保 有 資 格  
 

競 技 役 員  
審 判 員  
な し  
競 技 別 指 導 者  
そ れ 以 外  

3  
22  
62  
25  
29  

2 .3  
16 .6  
47 .0  
19 .0  
22 .0  

   

資 格 取 得

理 由  
自 分 で 思 い 立 って  
所 属 団 体 の 依 頼  
競 技 団 体 の 依 頼  
地 域 体 協 の 依 頼  
職 場 の 依 頼  
そ の 他  
無 回 答  

77  
14  
―  
―  

7  
31  
―  

59 .7  
10 .9  

―  
―  

5 .4  
24 .0  

―  

745  
―  

837  
225  

47  
83  

4  

38 .4  
―  

43 .1  
11 .6  

2 .4  
4 .3  
0 .2  

「 競 技 団 体・地 域

体 協 」を ま と め て

「 所 属 団 体 」と し

て 比 較  
x2(4 )=  40 .53 2  

 p< .01  

資 格 の  
有 効 度  

非 常 に 役 立 つ  
少 し 役 立 つ  
ど ち ら と も い えな い  
あ ま り 役 立 た ない  
全 く 役 立 た な い  
無 回 答  

16  
46  
44  

9  
14  

12 .4  
35 .7  
34 .1  

7 .0  
10 .9  

320  
679  
318  
404  
181  

39  

16 .5  
35 .0  
16 .4  
20 .8  

9 .3  
1 .9  

x2 (5 )=24 .065  
 p< .01  

 

※  1986 調 査 Ｎ は 報 告 に 記載 の％ と 総 回 答数 （ 1 ,941） か ら 筆 者 が 回 答数を 算出 。  
※  「 保 有 資格 」 につ い ては 複 数 回 答 可 の為、 分母 を 132 と し て ％ を 算 出。  
※  資 格 取 得 理 由 の 「 所 属 団 体 の 依 頼 」 に つ い て は 、 1986 調 査 の 「 競 技 団 体 の 依 頼 」 と      

「 地 域 体協 の 依頼 」 をま と め て 「 所 属団体 の依 頼 」 と し て 比較  
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心があった（53.3％）」「障害者スポーツに関する

知識や技能を高めたかった（52.7％）」「障害者の

日常的なスポーツに関心があった（44.6％）」「ボ

ランティア等で社会貢献をしたかった（40.7％）」

という結果であり、回答項目や回答方法は異なる

が依頼や薦められて取得したのではなく自分で思

い立って資格を取得している。資格の有効度では

「少し役立つ（35.7％）」が最も多く、「どちらと

もいえない（34.1％）」という結果となった。2008

年調査と比較すると、障がい者スポーツ指導員の

方が「どちらともいえない」が有意（p<.01）に多

く、スポーツ指導者の方が「あまり役に立たない」

という回答が有意（p<.01）に多い。スポーツ指導

者との比較では、障がい者スポーツ指導員は資格

を否定するわけではないが資格に特に有効性を感

じていない者が多い。

資格が役立つ点としては「人間関係の幅が広が

る（p<.01）」「周りが理解を示すようになる（p<.0

5）」「指導に自信が持てるようになる（p<.01）」に

有意に肯定的な回答があった。一方「関係競技団

体内での地位が上がる（p<.01）」「謝礼金がもらえ

るようになる（p<.01）」に有意に否定的な回答が

あった（表6）。全国調査の「資格取得の利点（複

数回答可）」でも「様々な人との出会いが増えた（5

6.4％）」が最も高く、「障害者の笑顔がたくさん見

られた（43.4％）」「障害者スポーツ指導に関わる

表６ 資格が役立つ点

情報が得やすくなった（42.3％）」という結果であ

った。地位や名誉・金といったものではなく、資

格を通じて人との関わりや自分自身に自信を持つ

ことを利点と考えている。

資格を保有する理由については、「知識・技能を

高めたいから（p<.01）」「社会的な信頼を得るため

（p<.01）」「自信をつけたいから（p<.01）」「指導

対象者に認められたいから（p<.01）」に有意に肯

定的な回答があった（表7）。一方「仕事上やりづ

らいから（p<.01）」「関連団体や周囲に勧められた

から（p<.01）」「周囲の人が持っているから（p<.0

1）」「就職に有利になると思うから（p<.01）」に有

意に否定的な回答があった。全国調査には資格を

保有する理由を比較する回答項目は設定されてい

ないが、本調査において障がい者スポーツ指導員

は、資格を取得する理由と同様に資格を保有する

ことによる実利的（謝礼や就職・仕事等に必要）

な理由ではなく、知識・技能を高めたい自信をつ

けたいといった自己啓発・自己研鑽として資格を

保有する理由の肯定度が高いことが分かる。

関わりのある団体としては、指導者協議会の案

内等が送られてくる「千葉県障がい者スポーツ協

会（25.7％）」よりも「その他スポーツ団体（30.1

％）」の方が多い結果となった（表8）。具体的には、

知的障がい者バスケットボールチーム、日本チェ

アスキー協会、障がい者スキー連盟、スペシャル

内 容  得 点  
よ く  
あ る  

少 し  
あ る  

ど ち ら  
で も  

あ ま り  
な い  

全 く  
な い  

人 間 関 係 の幅 が広 がる 2 .0  3 .468 **  1 . 913    - 0 .488  - 2 .186  *  -3 .430  **  

周 りが理 解 を示 すようになる 2 .2  2 .3 70  *  1 . 6 13    - 0 .488  - 1 .705    - 2 .380  *   

指 導 機 会 を与 えられる 2 .6  0 .7 70    0 . 5 22    - 0 .954  1 .078    - 1 .101     

指 導 に自 信 が持 てるようになる 2 .3  0 .5 41    3 .4 1 4  **  -0 .488  - 1 .224    - 3 .080  **  

選 手 が言 うことを聞 くようになる 2 .9  -0 .9 79    - 0 . 278    1 .6 96  - 0 .304    0 .3 46     

関 係 競 技 団 体 内 での地 位 が上 がる 3 .7  -2 .3 86  *  -3 .49 0**  -0 .164  3 .5 85**  3 .919  **  

謝 礼 金 がもらえるようになる 4 .0  -3 .813 **  -3 .72 4**  0 .894  0 .748    6 .4 81**  

x2(24 )=  136 .025 ,  p<.01   *p<.05   **p<.0 1  
※ 得 点 は 「 よ くあ る 」 か ら 「 全  く な い 」 を １か ら ５ の ５ 段 階評 定 尺度 で 調 査 。  
 



内 容  Ｎ  ％  
千 葉 県 （教 育 委 員 会 等 のスポーツ行 政 ） 

千 葉 県 障 がい者 スポーツ協 会  

千 葉 県 体 育 協 会  

千 葉 県 スポーツ少 年 団  

市 町 村 （教 育 委 員 会 等 のスポーツ行 政 ）  

市 町 村 体 育 協 会  

市 町 村 スポーツ少 年 団  

その他 スポーツ団 体  

特 にない  

15  
47  

8  
0  

25  
9  
4  

55  
20  

8 .2  
25 .7  

4 .4  
0  

13 .7  
4 .9  
2 .2  

30 .1  
20  
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表７ 資格を保有する理由

オリンピックス、千葉障がい者バドミントン連盟、

日本身体障害者野球連盟、千葉県水泳連盟、日本

職業スキー教師協会等々である。障がい者スポー

ツに関わる団体だけではなく、競技スポーツに関

わる団体や総合型地域スポーツクラブ等と関わり

のある者がいる。

表８ 関わりのある団体

４．研修会の参加

千葉県障がい者スポーツ指導者協議会が年に2回

程度開催する研修会の参加については「参加した

ことがある（50.4％）」と「参加したことがない（4

9.6％）」が約半々であった（表9）。そのうち参加

回数１回（38.5％）、参加回数2回（25.0％）とな

っている（表10）。参加回数10～20回（13.5％）と

いう者もいるが回答者全体からすると5.0％であ

る。研修会に参加しない理由としては「参加する

時間（余裕）がない（35.2％）」「日程が合わない

（35.2％）」となっている（表11）。

表９ 研修会の参加

N ％

ある 63 50.4

ない 62 49.6

表10 研修会の参加回数

N ％

1 回 20 38.5

2 回 13 25.0

3 回 5 9.6

4 回 1 1.9

5～9 回 6 11.5

10～20回 7 13.5

内 容  得 点  
よく 

ある 

すこし 

ある  

どちら 

でも 

あまり 

ない 

全 く 

ない 

知 識 ・技 能 を高 めたいから 1 . 9  10 .846**  5 .39 1**  -2 .152 *  -3 .958**  -7 .361 **  

指 導 者 として社 会 的 な信 頼 を得 るため 2 . 9  0 .323  3 .59 6**  1 . 697  1 . 439  -5 .428 **  

指 導 者 として自 信 をつけたいから 2 . 6  2 .165*  5 .90 3**  0 . 791  -0 .990  -6 .008 **  

指 導 対 象 者 に認 められたいから 3 . 2  -1 .255  3 .33 9**  0 . 338  2 . 248*  -3 .495 **  

資 格 がないと大 会 出 場 （帯 同 ）できないから 3 . 5  -1 .519  - 1 .7 89  2 . 829* *  0 . 899  -0 .59 5  

資 格 がないと仕 事 上 やりづらいから 3 . 8  -0 .992  - 3 .07 1**  0 . 338  0 . 629  2 .30 5*  

関 連 団 体 に勧 められたから 3 . 9  -2 .278*  - 3 .29 9**  0 . 160  0 . 668  3 . 545 **  

周 囲 の人 が資 格 を持 っているから 4 . 1  -1 .717  - 4 .30 4**  -1 .387  0 . 707  5 . 184 **  

就 職 に有 利 になると思 うから 4 . 1  -3 .069**  - 2 .2 70*  -1 .203  -0 .686  5 . 485 **  

周 囲 （関 連 団 体 を除 く）に勧 められたから 4 . 1  -2 .542*  - 3 .55 7**  -1 .430  -0 .956  6 . 455 **  

x2(36 ) = 410 .344 p< .01   *p<.05  **p <.01  
※ 得 点 は 「 よ くあ る 」か ら 「 全 くな い 」を １ から ５ の ５ 段 階評 定 尺度 で 調 査 。  



全 体  
資 格 が役 立 つ 

と回 答 した者  

 N ％ N ％ 

していない 29  22 .3  3  5 .1  

5 年 未 満  37  28 .5  19  32 .2  

5～10 年  23  17 .7  10  16 .9  

10～15 年  23  17 .7  16  27 .1  

15 年 以 上  18  13 .8  11  18 .6  
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表11 研修会に参加しない理由

Ⅳ．考察

１．障がい者スポーツ指導員の特徴

（１）年齢階層と資格取得年の関係

本調査では全国調査と異なり比較的年齢層が高

い結果となった。そこで年齢階層と資格取得年と

をクロス集計した結果が表12である。初級から段

階的に取得するだけでなく初級が免除されて中級

を取得する場合もあることから、本稿では現在初

級の方のみ（99名）を対象とした。2010年から201

5年の間に資格を取得したのは40代以下（21名）よ

りも50代以上（23名）の方が若干多い結果となっ

た。しかしながら、50代以上の年齢階層だけを抽

出して全ての回答者と比較しても、指導暦や活動

頻度等に有意な差はみられなかった。

内容 N ％ 

魅力的なテーマがない 2 1.9 

参加する時間がない 37 35.2 

日程が合わない 37 35.2 

参加料が高い 3 2.9 

会場が通い 14 13.3 

その他 12 11.4 

 

（２）資格が役立つと回答した人の特徴

「資格が役立つ（「非常に」「少しは」）」と回答

した者だけを抽出し全ての回答者と比較すると、

指導暦において「していない」が有意（p<.01）に

少ない結果となった（表13）。その他には特に有意

な差がみられる項目はなかった。活動しているか

ら資格が役に立っているのか、資格が役に立って

いるから活動出来ているのかは不明であるが、活

動状況と資格の有効度には何らかの関係がありそ

うだということは示唆できる。

表13 資格が役立つと回答した者の指導暦

x2(4)=9.671,p<.05
※「非常に」と「少しは」と回答したものを合わせて「資格

が役立つ」とした。

表 12 年齢階層と障がい者スポーツ指導員（初級）の取得年  
 ～ 1999 年  ～ 2004 年  ～ 2009 年  ～ 2015 年  計  

20-25 1 0 0 9 10 

26-29 1 0 2 0 3 

30 代  2 3 4 7 16 

40 代  4 3 3 5 15 

50 代  3 2 7 9 21 

60 代  2 6 5 10 23 

70 代～  0 1 6 4 11 

合計  13 15 27 44 99 

 



表 15 直接的指導している者と性別  
    全 体  直 接 的 指 導  

 N ％ N ％ 

男  55  41 .7  25  65 .8  

女  77  58 .3  13  34 .2  

x2(1 )=5 .957 , p<.05  

表 16 「 忙 し く て 時 間 が な い 」「 機 会 が な い 」 者    
の 指 導 暦  

      全 体  
「時 間 がない」「機 会

がない」と回 答 した者  

 N ％ N ％ 

していない 29  22 .3  17  35 .4%  

5 年 未 満  37  28 .5  22  45 .8%  

5～10 年  23  17 .7  4  8 .3%  

10～15 年  23  17 .7  3  6 .3%  

15 年 以 上  18  13 .8  2  4 .2%  

x2(4 )=13 .613 ,p<.01  
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（３）研修会の参加と指導暦の関係

研修会に参加したことがある者だけを抽出して

全ての回答者と比較すると、指導暦において「し

ていない」が有意（p<.01）に少なく、｢10～15年｣

が有意（p<.05）に多い結果となった（表14）。指

導暦の短い（もしくはしていない）者に研修会に

参加してもらうことが指導のきっかけや機会を得

ることになるのか、活動することによって研修会

の参加が促されるのかは不明であるが、研修会の

参加と指導暦には何らかの関係がありそうだとい

うことは示唆できる。

（４）直接的指導している人の特徴

直接的な指導をしている者だけを抽出して全て

の回答者と比較すると、直接指導している者は男

性の方が有意（p<.01）に多い結果となった（表15）。

保有資格については「競技役員」「審判員」「競技

別指導者」「それ以外」の全てにおいて直接的な指

導をしている者の方が多いが、有意な差がみられ

る程ではなかった。出場大会レベルについても「大

会出場経験なし」が12％程多いが、有意な差がみ

られる程ではなかった。

（５）時間がない・機会がないという人の特徴

「活動していない理由」の中で「仕事・家事等が

忙しくて時間がとれない」「指導できる機会・場所

がみつからない」と回答した者だけを抽出して全

ての回答者と比較すると、資格取得後の指導暦が

「5年未満」が有意（p<.05）に多い結果となった

（表16）。指導暦が短いほど「時間がとれない」「機

会・場所がない」と感じている者が多い。

Ⅳ．結論

本研究では障がい者スポーツ指導員の特徴を

「女性で主婦が多く、大会出場経験なしが多く、

無報酬のボランティアで多世代を対象に公共施設

で地域スポーツとして活動しているが直接的な指

導よりも主に間接的な活動をしており、忙しい・

機会がないことからあまり活動的でない者が多い。

また、自分で思い立って（関心があり知識や技能

を高めたい）資格を取得しており、人間関係の幅

が広がる・周りが理解を示す・指導に自信が持て

ることが資格が役に立つ点であり、知識技能を高

めたい・社会的な信頼を得たい・自信をつけたい

為に資格を保有しているが、他の資格を併せて持

たない者が多い」とした（表17）。

障がい者スポーツ指導員の多くは、「自分で思い

立って」資格を取得してみたものの約半数が活動

していない。活動していない者ほど「資格が役に

立つ」と思わず、「時間がない」「機会・場所がな

い」「自信がない」と回答している。一方、活動し

ている者ほど「資格が役に立つ」と思っており、

表 14 研修会参加者の指導暦  
全 体  研 修 会 参 加 者  

 N  ％ N ％ 

していない 29  22 .3  2  3 .2  

5 年 未 満  37  28 .5  14  22 .6  

5～10 年  23  17 .7  14  22 .6  

10～15 年  23  17 .7  21  33 .9  

15 年 以 上  18  13 .8  11  17 .7  

x2(4 )=15 .751 ,p<.01  
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研修会にも積極的に参加し指導暦が長い。

また、本研究では障がい者スポーツ指導員以外

の資格を保有していない者が4割強いることが明ら

かになっている。障がい者スポーツに関わる機会

を得たとしても、間接的で一般的なボランティア

活動から、より自分の専門性を発揮できる直接的

で主体的な活動に展開するには、競技種目別の資

格やトレーニングや体力づくり、人間関係づくり

が出来るような資格を併せ持つことが次の段階と

して重要であろう。

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題

本研究では千葉県所属の障がい者スポーツ指導

員のみで調査を実施したことと、スポーツ指導者

との比較を前提にした為、全国調査とは回答項目

や回答方法が異なるものもあり障がい者スポーツ

指導員の実態を正確には比較できていないという

ことが本研究の限界である。特に課程認定による

指導者養成システムについては研究結果に反映で

きる情報がなかった。

今後は千葉県内の公認スポーツ指導者の実態調

査を行い、障がい者スポーツ指導員と比較してみ

たり、本調査結果を基盤として障がい者のスポー

ツ現場ではどのような指導者や指導が求められて

いるのか、有資格者を対象とした研修会の内容や

あり方、障がい者スポーツに関する情報提供の内

容や方法について研究を進めていきたい。

Ⅵ．結語

本調査からは比較的時間や生活に余裕があると

思われる年齢層の高い者も資格を取得していると

いうことが明らかとなったが、これからの障がい

者スポーツを支える人的資源ということを考える

と、毎年課程認定で養成される障がい者スポーツ

指導員が、スムーズに各都道府県の指導者協議会

に所属でき、気軽に指導や活動に自信が持てるよ

うな研修プログラムに参加でき、研修を通じて人

的ネットワークを広げ、単なる間接的な一般ボラ

ンティアではなく、より専門的で直接的な活動の

機会を見つけ、定期的・継続的・主体的な活動に

発展できることが望まれる。その際に、競技種目

別の技術的な指導やトレーニングや体力づくりの

専門的な知識・技能を併せ持つ（資格を取得する）

ことを推奨することで、より専門的で直接的な活

動に発展しやすくなるのではないだろうか。

また本研究によって、障がい者スポーツ指導員

の資格を取得しても活動していない（できない）

者が多くいることが分かった。その背景には、障

がい者のスポーツ実施率の低さも影響していると

思われる。

表 17 障がい者スポーツ指導員の特徴  
・  女 性 で主 婦 が多 い。 

・  スポーツ指 導 者 では「 全 国 大 会 出 場 経 験 者 」 が多 いが、障 がい者 ス ポーツ指 導 員 では「 大 会 出 場 経 験 なし」が

多 い。 

・  多 世 代 を対 象 に公 共 施 設 を使 って地 域 スポーツとして活 動 している。 

・  直 接 的 な指 導 よりも間 接 的 な指 導 をしている。 

・  指 導 暦 では「“5 年 未 満 ”と“していない”」、活 動 頻 度 でも「していない」でそれぞれ約 半 数 である。 

・  活 動 していない理 由 は「“忙 しくて時 間 がない”と“機 会 がない”」で約 6 割 である。 

・  「報 酬 なし」の「ボランティア」で活 動 している。 

・  「自 分 で思 い立 って（「関 心 があった」 「知 識 や技 能 を高 めたかった」「社 会 貢 献 したかった」） 」資 格 を取 得 してい

る。 

・  約 半 数 は障 がい者 スポーツ指 導 員 以 外 の資 格 を保 有 していない。 

・  スポーツ指 導 者 ほど資 格 の有 効 度 に否 定 的 ではないが、あまり資 格 に有 効 度 を感 じていない。 

・  資 格 が役 立 つ点 と して 「 人 間 関 係 の 幅 が広 がる」 「 周 りが理 解 を示 す」 「 指 導 に 自 信 が持 て る」 に 肯 定 的 で 「 地

位 が上 がる」「謝 礼 がもらえる」に否 定 的 である。 

・  資 格 を保 有 する理 由 として「知 識 ・ 技 能 を高 めたい」「 社 会 的 な信 頼 を 得 たい」「 自 信 をつけたい」に肯 定 的 で、

「就 職 に有 利 である」に否 定 的 である。  
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障がい者のスポーツは健常者の運動・スポーツ

活動と異なり、運動・スポーツをする以外の場面

でもお世話役となる者がいなければスポーツが出

来ないというケースもあるということを考えると、

指導者やお世話役がいないから障がい者のスポー

ツ活動そのものが活性化せず、障がい者のスポー

ツ活動が活性化しないから、指導やお世話役とし

て携わる機会が少なくなってしまうという悪循環

になってしまっている。

2020年には東京2020パラリンピック競技大会が

開催される。障がい者スポーツに注目が集まって

いる今だからこそ、障がい者スポーツ指導員に指

導の機会を提供する前に、障がいを持つ者がスポ

ーツをする機会を創り出し提供する取り組みその

ものから拡充しなければいけないのかもしれない。

（注１）団体名、大会名、先行研究・文献等で「障

害者」と表記されているものは本稿でも

そのまま用い、それ以外は全て「障がい

者」と表記する。

（注2）「財団法人日本身体障害者スポーツ協会公

認身体障害者スポーツ指導者制度」制定

後、千葉県内における指導者間の情報交

換や指導活動を促進するために発足した

任意団体である。
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